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事 業 名 称 高齢者共同居住型住宅の保護猫（犬）共生型で相互みまもり 

事業主体 名 ＨＯＵＳＥ－ＺＯＯ株式会社 

連 携 先 
神奈川県相模原市 
動物保護団体 ：開放型保護猫シェルター たんぽぽの里 
高齢者福祉団体：社会福祉法人 豊の里 

対 象 地 域 神奈川県相模原市 

事業の特 徴 

 市場での流通が難しい規模の大きな空き家の有効活用 

 空き家の有効活用策としてペット共生型シェアハウスの認知度不足 

 増加する独居高齢者のセーフティーネットとして、空き家のシェアハウス

活用 

 改正動物愛護管理法により終生飼育に対し飼い主責任の厳格化 

 飼い主の高齢化等を背景とした保護猫(犬)団体の取組み。 

などの社会的な課題に着目し、その解決策として、「保護猫(犬)ルーム付

きシニア向けシェアハウス事業」のモデル構築への取組み。 

成 果 

 保護猫(犬)ルーム付きシニア向けシェアハウスのスキーム構築 

 シェアハウス居住及びペット共生に係る運営ルールの構築 

 保護猫(犬)団体との連携及び運営ルールの構築 

 高齢者が要介護状態となった場合の支援体制の構築 

成果の公表先 
ＨＯＵＳＥ-ＺＯＯ株式会社のホームページで公表（pdf 版はダウンロード可） 

https://www.house-zoo.com/ 

 

１． 事業の背景と目的 

（１） 空き家所有者予備軍へ空き家活用の周知啓発 

 既に空き家となっている所有者に接触することは、所有者と連絡が取れない、活用方針が定まる

まで時間を要するなど、ハードルが高いので、空き家予備軍の方々へ空き家利活用の周知・啓発を

行い、空き家になると同時に行動するよう促す取組みを行った。 

 また、関連企業・団体と連携し、空き家所有者予備軍へ共同提案を行う体制を構築することを目

的とした。 

 

（２） 立地条件が良くない家、大きな家の有効活用 

 不動産会社の聞き取りから、最近は、核家族化が進み、大きな家を求める人が少なく、さらに、

最寄り駅までの距離が離れている物件であれば、なお需要が少ないとのこと。このような条件でも

需要が見込める利活用方法が求められている。 

 また、動物を飼育している人にとって、市街地や住宅密集地より郊外の方が動物と暮らしやすく、

毎日の犬の散歩コースに適した環境であり、更に、複数人で暮らすシェアハウスは、大きな家であ

る方が効率良いとの理由から、ペット共生シェアハウスとしての利活用をモデル化することを目的

とした。 

 

（３） 独居高齢者への対応 

 介護施設の方々からの状況調査より、独居高齢者が増え、介護が生じるまで、独居生活を余儀な

くされる方が多く、元気なうちから共に暮らし見守り合える住環境の整備を目的とした。 
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（４） ペット共生の居住ニーズへの対応 

 シェアハウスの利用者となる独居高齢者は、ペットを飼育したいが最期まで飼育出来るか不安な

ために、飼育を諦めている人が多い。また、動物と暮らすことで生きがいが生まれ、生活に張り合

いが生じると言われており、安心して動物と暮らせる住環境が求められている。 

 さらに、飼い猫(犬)がいる高齢者は、万が一自分に何かあったときに、ペットのことを心配に思

っている方が多く、残されたペットに対する支援体制も求められている。 

  

（５） 動物保護団体が抱える保護スペース不足への対応 

 動物愛護団体の状況調査より、動物愛護に対する関心が高まり、殺処分ゼロへの取組みも広がっ

てきており、とても良いことであるが、実態は、動物保護団体がほとんど引き受け、動物の世話や

里親探し、保護するスペース不足などで、とても苦労されており、この動物たちと共に暮らせる環

境が求められている。 

 

 これらの課題解決のため、当社がこれまで取り組んできたペット共生シェアハウスや神奈川県相

模原市での保護猫と暮らすシェアハウスの取組みノウハウをもとに、空き家を活用した保護猫(犬)

ルーム付きシニア向けシェアハウスの事業スキームや運営ルールを構築することを目的とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 事業の内容 

図１ 1 階間取図 図２ ２階間取図 

事例：保護猫ルーム付きシニア向けシェアハウス 

写真１ CAT ROOM（猫部屋） 

・保護猫が暮らす、猫部屋を設ける。 

・保護猫の世話を、本事業では、空き

家所有者が世話をする形で検討。 
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（１） 事業の概要と手順 

 １） 工程表 

 

 

（２） 事業の取組詳細 

 １） 電話による活用可能な空き家の発掘 

 ①  調査方法・内容 

 以下の内容について電話帳より無作為に、世田谷区 4,000 件へオートコールで空き家の所有状況

を把握した 

 ・空き家の所有の有無（知り合い含む） 

 ・空き家の有効活用への興味の有無 

 

 ２） セミナー等の開催による活用可能な空き家の発掘、所有者・事業者への啓発 

 ①  空き家所有者予備軍へ空き家活用の周知啓発 

 空き家を保護猫(犬)ルーム付きシニア向けシェアハウスにて利活用する提案を、不動産・工務

店・運営会社が連携し、空き家所有者に一貫したフォローが出来る体制を促すパンフレットを作成

し、体制を構築した。 

 また、この事業の成果物の閲覧や作成資料のダウンロードができるページ作成を行った。 

 さらに、空き家所有者向け、空き家活用の周知啓発ホームページの作成を行った。 

 

 ②  空き家所有者及び予備軍向けセミナーの開催 

 H29.11.3 に、（一社）神奈川県建築士事務所協会 相模原支部が主催した「空き家を活かしたし

写真２ セミナー風景 
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くみと暮らしやすいまちづくり事業 アイディアソン」にて、地元空き家所有者・予備軍、協会会

員や相模原市各団体の方々に対し、保護猫(犬)ルーム付きシニア向けシェアハウスによる空き家の

活用事例を発表した。 

  

 また、H29.11.19 に、一般社団法人シェアハウス・ラボと共同セミナーを団体ホームページやイ

ンターネット広告にて周知し実施。空き家所有者・空き家予備軍、シェアハウス運営に関心ある方

に対し、保護猫(犬)と暮らすペット共生シニア（多世代型）シェアハウスによる空き家の活用提案

を行った。 

 

 ③  運営・建設事業者向けの説明会の開催 

 H29.11.13 に、（一社）日本シェアハウス協会 総会にて、シェアハウス運営企業、不動産会社、

建設会社の方々に対し、保護猫(犬)ルーム付きシニア向けシェアハウスによる空き家の活用事例の

発表及び、パートナー制度を構築し、空き家所有者への共同提案や、一貫したフォローが出来る体

制構築を提案した。 

 

 

 ３） 「保護猫(犬)ルーム付きシニア向けシ

ェアハウス」による空き家活用スキーム検

討 

 ①  独居高齢者の居住支援に関し検討 

 入居予定者となる独居高齢者からの聞き取

り等により、ペットを飼育したいが最期まで飼

育出来るか不安なために、飼育を諦めている人

が多いこと。 

 また、動物と暮らすことで生きがい生まれ、

生活に張り合いが生じると言われており、安心して動物と暮らせる住環境が求められていることを

実感し、下記事項の環境を整えることを検討した。 

 

・入居検討者・希望者に対し「相談窓口」を設置し、住宅のマッチングや入居支援を行う体制と

して、電話もしくは、メール・問合せフォームを利用し、予約頂くことで、電話での相談・弊

社オフィスにて面談相談の受付ができる体制。 

・残置物整理・安否確認・生活相談等のサービスが提供できる居住支援体制として、入居中の相

談窓口として、電話もしくは、メール、問合せフォームを利用し、予約頂くことで、電話での

相談、弊社オフィスにて面談相談の受付ができる体制。 

・生きがい・やりがいを創出する仕組みづくりとして、一緒に暮らす、保護猫(犬)の世話を共に

出来る環境。 

 

 

 ②  要介護時の対応に関し検討 

 要介護時の支援団体からの状況調査より、独居高齢者が増え、介護が生じるまで独居生活を余儀

なくされる方が多く、アクティブなシニアの方々が共同で暮らす生活スタイルも需要が見込めると

の意見もあり、シニア（多世代型）シェアハウスのニーズがあることを実感した。 

写真３ 活用事例紹介及びパートナー制度紹介 
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 また、相模原市役所 中央高齢者相談課より、入居者の介護が必要となった際の取組みの助言を

頂き、下記のように取り組むことを検討した。 

・自立して生活を行えることがシェアハウスの入居条件であるが、日常生活を送るために介護が

必要になったら、管理会社の判断において要介護認定の申請を役所に行うこと。 

・要介護認定を受けた際にはシェアハウスでの生活が難しいと判断し、介護施設への移転を行っ

て頂くこと。 

・この事業にて、要介護時の引き受け先として了承頂いた介護施設（社会福祉法人 豊の里）へ

の移転も可能としており、終身までのフォロー体制を構築した。 

 

 ③  動物保護団体との連携 

 相模原市役所 生活衛生課より動物取扱業基準を確認し、また、相模原市で活動している動物保

護団体（開放型保護猫シェルター たんぽぽの里）と動物の受入れや世話に関する事項を検討した。 

  

動物の世話の責任者 メリット デメリット 

空き家所有者 近隣居住の際は、管理費の軽減 負担増により面倒 

入居者 同居のため、管理費の軽減 責任所在が不明に。 

担当者を決めると責任過多に。 

保護団体 動物の知識のあるプロの世話

で安心 

交通費・人件費等の経費加重 

管理会社 所有者・入居者の負担軽減 交通費・人件費等の経費加重 

動物の知識不足 

 相模原の空き家に関しては、所有者が猫好きであり、管理費軽減の理由から下記の要領で行うこ

ととした。 

 ・猫部屋にて暮らす猫を、保護団体より受け入れる。 

 ・猫の世話は、空き家所有者が責任を持って行う。 

 ・入居者の管理は、管理会社が行う。 

 また、派生形として、入居者が保護猫たちの世話を行うパターン、保護団体が手掛けるパターン

なども構築が可能。 

 

 ④  空き家所有者との運営管理契約について検討 

 一般賃貸の場合、契約・更新・解約業務から、日々のメンテナンスや緊急時の対応まで、所有者

の仕事が膨大な業務となってしまう。 

 マスターリース契約を締結した場合、各入居者との交渉は全て管理会社が引き受けるので、所有

者の手間を省くことが出来る。 

 よって、空き家所有者と運営会社が締結する、転貸を目的とした契約期間満了により契約が終了

して更新されない定期マスターリース契約書（案）の作成を行った。 

  

 特に、動物の世話の責任所在を明確にすることを特約に記載することを検討した。 

 ⑤  シェアハウス入居者との賃貸借契約について検討 

 運営会社と入居者が締結する、契約期間満了により契約が終了して更新されない定期賃貸借契約

書（案）の作成を行った。 

 特に、管理会社の判断において、要介護認定の申請を行えることを特約に記載することを検討し
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た。 

 飼い猫(犬)がいる高齢者は、万が一自分に何かあったときに、ペットのことを心配に思っている

方が多く、残されたペットに対する支援体制も求められていることから、その際には、ハウス内の

保護猫(犬)ルームにて飼育すること、または、他の入居者が変わって飼育することを検討した。 

  

 ⑥  ハウスルールブックについて検討 

 入居者一人一人に順守して頂き、円滑なハウス運営が出来るよう、ハウスルールブック（案）の

作成を行った。 

 認知症予防には、「記憶」「運動」「会話」という 3 つが大事と言われており、ペットを飼う事で

これらを網羅することができます。 

 また、１日 15 分程度、犬や猫を撫でると、オキシトシン以外にも「セロトニン」「フェニルエチ

ルアミン」が分泌され、これが気持ちを穏やかにしてくれると言われています。 

 さらに、心が穏やかになると同時に、イライラや人に対してキレることも少なくなると言われて

います。 

 これらの効果を得るためにも、保護猫たちの世話のお手伝いを率先して行うことを記載した。 

 

 ⑦  入居募集について検討 

 高齢者住宅として、地元の居住支援協議会に登録を行い、入居者の募集を行う。 

 また、多世代が共に暮らす場合は、並行して、シェアハウスの専用ポータルサイトにも登録し、

入居者を募る。 

 保護猫と暮らす住宅は前例もなく、そのコンセプトを明記するようにした。 

 

（３） 成果 

 １） 「電話による活用可能な空き家の発掘」 

 ①  調査結果 

 電話帳より無作為に、世田谷区 4,000 件へオートコールにて実施 

 回答者：314 件 

  空き家所有又は知人所有：153 件 

  空き家活用興味あり：10 件 

  面談希望：0件 

 

 ２） 「セミナー等の開催による活用可能な空き家の発掘、所有者・事業者への啓発」 

 ①  空き家所有者予備軍へ空き家活用の周知啓発 

 ・空き家所有者に一貫したフォローが出来る体制を促すパンフレットを 1,000 部作成。 

  セミナー時の配布及びホームページからダウンロードも可能にした。 

  自社の不足部分を補い、一貫した体制を構築でき、また初期費用が生じないので、前向きに検

討したいとの声を頂いた。 

 

 関連企業との連携パンフレット（案）について （抜粋） 
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・空き家所有者向け、空き家活用の周知啓発ホームページの作成 

建設会社、不動産業者、運営会社が、連携し、一貫したフォロー体制を構築 

ペット共生で行う、強みを記載 
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 空き家になると同時に行動するよう促すことを目的にした、ホームページの作成を行った。 

https://www.house-zoo.com/akiya_lp/ 

 

 

空き家所有者及び予備

軍の方々へ、活用を訴求 
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 ②  空き家所有者及び予備軍向けセミナーの開催 

・H29.11.3「空き家を活かしたしくみと暮らしやすいまちづくり事業 アイディアソン」 

参加者数：30 名 

空き家の活用に関心がある方が参加。 

保護猫ルーム付きシニア向けシェアハウスによる空き家の活用事例を発表し、「動物との暮らし

などコンセプトを設けることで郊外でのシェアハウスによる活用の可能性があることを認識し

た。」との意見を頂いた。 

 

・H29.11.19 一般社団法人シェアハウス・ラボと共同セミナー 

参加者：20 名 

空き家所有者及び予備軍、シェアハウス運営に関心ある方が参加。 

保護猫(犬)ルーム付きシニア向けシェアハウスによる空き家の活用事例を発表し、「シニア向け

のシェアハウスという、今までにないターゲット層を対象にしたシェアハウスに関心を得た」と

の意見を頂いた。 

 

 ③  運営・建設事業者向けの説明会の開催 

参加者：100 名 

シェアハウス運営企業、不動産会社、建設会社の方々が参加。 

保護猫(犬)ルーム付きシニア向けシェアハウスによる空き家の活用事例の発表、及び、パートナ

ー制度を構築し、空き家所有者への共同提案や、一貫したフォローが出来る体制構築を提案し、

「シニア向けの新たなターゲットの獲得となり、また共同提案の体制構築により、業務展開に繋

がる」との意見を頂いた。 

 

 ３） 「保護猫(犬)ルーム付きシニア向けシェアハウス」による空き家活用スキーム 

 ①  関係主体とのスキーム図 

 

 

今回の事業で、新たに加わり、検

討を行った部分 

図３ 概念図 

事例：保護猫(犬)ルーム付きシニア向けシェアハウス 
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 関連主体別メリット・役割 

 

関連主体 メリット 役割 

空き家所有者 
・立地条件が良くない家や大きな家

の有効活用 

・保護動物の世話責任者 

入居者 

・一人暮らし解消し安心感 

・要介護時の不安解消 

・動物との暮らしの実現 

・自分のペットを飼育出来なくなっ

た時に、代わりに飼育してもらう

体制実現。 

・共同生活、動物との暮らしにより、

生きがいが生まれる 

・契約書・ハウスルールを順守し、

シェアハウスの生活 

・保護動物の世話手伝い 

動物保護団体 ・保護動物の住まいの確保 ・保護動物に関する相談、対応 

介護施設 
・アクティブシニア育成により、待

機高齢者の減少 

・要介護認定時の入居者の受入れ 

運営会社 

・賃貸管理物件の確保により、新た

な業務展開 

・空き家の新たな活用提案 

・不動産・工務店との協業スキーム

構築 

・独居高齢者の居住支援 

・建物維持管理 

・入居者の募集 

・賃貸借契約の締結 

・運営管理（入居者への対応） 

・賃貸管理 

 

 ②  空き家所有者との運営管理契約について 

 空き家所有者と運営会社が締結する定期マスターリース契約書（案）の作成を行い、ホームペー

ジからダウンロードできるようにした。 

 

 ③  シェアハウス入居者との賃貸借契約について 

 身体能力等が変化した時の留意点や支援団体との連携による支援ルールの体制を明確にするた

めに、契約書（案）特約事項に下記事項を追記した。 

 また、ホームページからダウンロードできるようにした。 
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 ④  ハウスルールブックについて 

 入居者一人一人に順守して頂き、円滑なハウス運営が出来るよう、ハウスルールブック（案）の作成

を行った（目次は次頁参照）。 

 

 【主な検討結果】 

 

・乙が日常生活を送るために介護が必要と、甲が判断した場合には、甲が要介護認定の申請

を行う。 

 

・乙が、要介護認定を受けた際には、乙が予め希望する介護施設へ移転する。もしくは、何

らかの理由で、移動出来ない時は、甲が推奨する介護施設へ移転する。 

 

・保護猫(犬)の飼育責任者は、飼い主である所有者とする。 

 

・入居者が、日頃のお世話で、協力できることに関しては、積極的に取り組むように心がけ

る。 

音に関して、深夜・早朝（24 時～6時）は特に注意して下さい。 

・大きな声で話をしない。 

・ボリュームをあげて音楽鑑賞や楽器演奏をしない。 

・掃除機、洗濯機、入浴を行わない。 

・ドア、戸を乱暴に開け閉めしない。 

・ドンドンと大きな足音をたてて歩かない。 

 

治療を受けることが困難な傷病、深刻な疾病にかかったときは、管理会社へ報告して下さい。 

 

保護猫(犬)ルームの食事提供は、動物の体調管理把握の観点から、飼育責任者（所有者）が

行う。 

 

保護猫(犬)ルームの清掃は、積極的に、入居者も行うようにする。 
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 今回の特色である、高齢入居者、ペットの世話をするオーナー、入居者が行うペットの世話に関し、

下記事項を記載した。 

 また、ホームページからダウンロードできるようにした。 

今回の事業で、新たに加わり、 

検討を行った部分 
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⑤  入居募集について 

 猫と暮らせるシニア向けシェアハウスとして、居住支援協議会に登録を行い、高齢入居者の募集をお

こなう。また、シェアハウスの専用ポータルサイトにも登録し入居者を募る。 

 さらに、一般賃貸ポータルサイト「ライフルホームズ」「アットホーム」「スーモ」などにも、シェア

ハウスの入居者募集を掲載が可能。 

 

 ⑥  運営管理に関して検討 

運営管理項目ごとに、関係主体別で対応の可否を検討。 

派生形として、分担の検討が可能。 

 

 空き家所有者 高齢入居者 動物保護団体 運営事業者 

保護動物の世話責任者 〇 〇 〇 △ 

独居高齢者の居住支援 〇 ― ― 〇 

建物維持管理 〇 ― ― 〇 

入居者の募集 ― ― ― 〇 

賃貸借契約の締結 ― ― ― 〇 

入居者の対応 〇 ― ― 〇 

賃貸管理 〇 ― ― 〇 

 

 

３．  評価と課題 

（１） 電話による活用可能な空き家の発掘 

 １） 調査方法・内容 

 電話調査による聞き取りでは、不信感があり、充分な結果を得ることが出来なかった。 

 

（２） セミナー等の開催による活用可能な空き家の発掘、所有者・事業者への啓発 

 １） 空き家所有者予備軍へ空き家活用の周知啓発 

 空き家所有者に一貫したフォローが出来る体制の構築は、新たな取り組みが生まれるとのことで、

とても好評で、全国で活用できるスキームである。 

 ホームページの制作で終わるのではなく、リスティング広告などを行い、活用してくことが必要

である。 

 

 ２） 空き家所有者及び予備軍向けセミナーの開催 

 立地条件が良くない家、大きな家の有効活用となる今回の事業に、関心を抱く人が多かった。セ

ミナーを開催し、活用事例を伝えることが効果的である。 

 

 ３） 運営・建設事業者向けの説明会の開催 

 新たな業務展開に繋がるとのことで好評であり、パートナー制度の展開による、今回の事業の展

開は効果的である。 
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（３） 「保護猫(犬)ルーム付きシニア向けシェアハウス」による空き家活用スキーム検討 

 １） 関係主体とのスキーム 

 区役所の要介護認定を受けた際には、シェアハウスでの生活が難しいと判断し、介護施設へ移  

転し終身までフォローが行える体制を確保した。このことにより、利用者の最も不安な問題点の解

消に繋がったと思われる。 

 また、同じ趣味趣向を持った元気な高齢者が集うことで、アクティブ期間の延長に繋がると思わ

れ、とても社会的意義のある事業と思われる。 

 関係主体が各々抱える問題を解決する事業スキームとなっており、全国各地で関係主体が連携を

取り取り組むことで、空き家対策として用できるスキームである。 

 

 ２） 運営管理契約・賃貸借契約・ハウスルールブックについて 

 そのまま活用できる資料となっており、活用して頂きたい。 

 

 ①  入居募集について 

 通常シェアハウスの募集方法は、地元不動産への依頼、自社のホームページ、シェアハウスのポ

ータルサイトでの募集となるが、相模原市の事例から、地域の居住支援協議会への高齢者住宅とし

て登録し、高齢者の入居募集活動も行え、幅広い募集活動が可能となった。 

 

４．  今後の展開 

 今回の相模原市の事例では、物件の保護猫たちの世話は、所有者が行ったが、派生形として、運

営会社・高齢入居者・動物保護団体が動物の世話を行うモデルもあると考える。 

 このように、高齢者が集い生活し、保護猫(犬)たちの世話で管理者側が出入りすることで、相互

の見守りになる、新しい生活スタイルの構築が可能となった。実際、週末には、シェアハウスで保

護猫たちとの触れ合いイベントを開催し、地域のコミュニティの場としても活躍している。 

 今後、介護が必要になる前に集い暮らす、アクティブシニアタウンが求められると考えるため、

全国で、この空き家を活用して展開出来るように、今回の事例を基に作り上げた、契約書やハウス

ルールを活用して頂きたい。また、空き家の有効活用には、ペットに限らず、コンセプトを設ける

ことで、空き家のデメリット条件もカバーされ、また社会問題となっている高齢者の住居問題の解

決にも繋がり、多世代が共に暮らすことも可能となると考える。 
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